
14昭島市役所 ☎042-544-5111（代表） FAX 042-546-5496

休日保育 病児・病後児保育
利　用 仕事などで、家庭での

保育ができないとき
お子さんが病気中や病気
の回復期で、集団保育が
困難なとき

日　時 日曜日、祝日（年末年
始を除く）の午前７時
30分～午後６時30分

平日（年末年始を除く）の
午前８時～午後６時

所在地・
電話番号

上ノ原保育園分園
☎595-7058（昭和町４
丁目）

病児保育室はぐみ
☎519-7868（松原町１丁
目／太陽こども病院内）
病後児保育室くろーばー
☎543-1596（中神町1260
／昭和郷保育園内）

費　用 有料（金額については
問い合わせを）
※ お子さんが認可保育
所などに通っている
場合は費用負担なし

１日2000円（別途食事代
あり）

　家庭で保育できない場合の一時預かりを、下の表
のとおり行っています。対象は、保育施設に通所し
ている１歳以上のお子さんです（病児保育室はぐみの
み年齢制限なし）。
　利用には登録が必要ですので、事前に各施設に問
い合わせてください。なお、病児・病後児保育の登
録には、母子健康手帳、送迎予定者の写真が必要です。
☆詳しくは、子ども子育て地域支援担当へ。

休日保育、病児・病後児保育をご利
用ください

ブロック塀などの撤去、木塀の
設置に補助金を支給

工事の種類 補助額

撤去

ブロック塀 次のいずれか低い方（限度額12万円）
＊ 全長×6000円
＊費用の３分の２レンガ塀

万年塀
次のいずれか低い方（限度額６万円）
＊ 全長×3000円
＊費用の３分の１

設置 木塀
次のいずれか低い方（限度額116万円）
＊ 全長×11万6000円
＊ 全長×（１ｍあたりの工事費用－
８万円）

※全長の単位はメートル（小数第二位以下切り捨て）です。

　地震などの災害時の倒壊による被害を防ぐため、
市立小・中学校の通学路に面している高さ1.2ｍ以
上のブロック塀などの撤去費用を補助します。
　更に、ブロック塀などを撤去した後に、国産の木 
材を９割以上使用した木塀を設置した場合は、工
事費用（撤去費用と設置費用の合計）を補助します。
　いずれも４月１日～令和４年２月28日に工事が
完了した場合が対象です。要件がありますので、
工事の前に相談してください。
◇補助額　下の表のとおり
◇申請期限　４年２月28日
☆詳しくは、住宅係へ。

　感染症からお子さんを守るため、市では、右
の表のとおり予防接種を無料で実施していま
す。
　種類により接種時期や医療機関が異なります
ので、詳しくは、次の場所で配布する「令和３
年度 子どもの予防接種」、または、市ホームペー
ジをご覧ください。
◇ 配布場所　あいぽっく、市役所福祉総務係、
東部出張所、各子育てひろば、各市立会館、
総合スポーツセンター、KOTORIホール（市
民会館）・公民館、アキシマエンシス国際交
流教養文化棟
※ 予防接種の案内と予診票は、出生届をもとに、
お子さんが２か月になるまでに送付します。

※ 市外から転入した方、予診票を紛失した方、
里帰り出産などにより市外の医療機関での接
種を希望する方は、健康係へ問い合わせてく
ださい。

☆詳しくは、健康係（あいぽっく内）
☎544-5126へ。

お子さんの予防接種を無料で
実施しています

種　類 接種時期 回数
ヒブ ２か月～５歳未満 ４回

（※１）小児用肺炎球菌
Ｂ型肝炎 １歳未満 ３回
ロタウイルス（※２）
（ロタテックまたはロタリッ
クスのいずれか）

ロタテック＝６週～ 32週 ３回
ロタリックス＝６週～ 24週 ２回

四種混合
（ジフテリア・破傷風・百日
せき・ポリオ）

３か月～７歳６か月未満
＊ 三種混合＝四種混合を接種し
ておらず、ポリオを接種して
いる方を対象
＊ ポリオの単独接種＝四種混合
を接種していない方を対象

４回三種混合
（ジフテリア・破傷風・百日せき）
ポリオ
ＢＣＧ １歳未満 １回

麻しん風しん混合（ＭＲ）１期 １歳～２歳未満 １回
２期 小学校入学の前年度 １回

水痘 １歳～３歳未満 ２回

日本脳炎（※３） １期 ３歳～７歳６か月未満 ３回
２期 ９歳～13歳未満 １回

二種混合
（ジフテリア・破傷風） 11歳～13歳未満 １回

子宮頸
けい
がん（※４） 小学６年生～高校１年生 ３回

※１ 接種開始時期により回数が異なります。
※２  市の指定医療機関ではロタテックの接種を行っています。

ロタリックスは、転入前などに既に１回接種している場合
に、医療機関へ予約のうえ、接種できます。

※３  平成７年４月２日～19年４月１日生まれの方は20歳の誕生
日の前日まで、19年４月２日～21年10月１日生まれの方は
２期の期間（９歳～13歳未満）に、特例措置として未接種分
を無料で接種できます。

※４  現在、積極的に接種を勧めることは、厚生労働省の勧告に
基づき控えています。


